
 深浦町人事行政の運営等の状況を公表します 

  

深浦町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定により、平成 29 年 4 月 1

日における深浦町人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

 

深浦町人事行政の運営状況の概要 

 
１ 任用の状況 
⑴ 定 数 

① 職員数の状況 
平成 29 年 4 月 1 日における部門別職員数の状況及び前年度からの主な増減理由

については、次のとおりです。 
     区分 
 
部門 

職員数 対前年

増 減 
数 

主な増減理由 
平成２８年 平成２９年 

一 般

行 政

部 門 

議  会 
総  務 
税  務 
民  生 
衛  生 
労  働 
農林水産 
商  工 
土  木 

  ２ 
 ４７ 
 １０ 
  ７ 
  ２ 
  １ 
 １５ 
  ６ 
  ８ 

  ２ 
 ４６ 
 １０ 
  ８ 
  ２ 
  １ 
 １５ 
  ７ 
  ８ 

０ 
△１ 
０ 
１ 
０ 
０ 
０ 
１ 
０ 

 
事務の統廃合縮小 
 
産休職員の補充 
 
 
 
業務量増加による増 
 

小  計  ９８  ９９ １ [参考：類似団体の職員数（修正値）110] 

特 別

行 政

部 門 

教  育  １３  １３ ０  

小  計  １３  １３ ０ [参考：類似団体の職員数（修正値）16] 

公 営

企 業

等 会

計 部

門 

病   院 
水   道 
下 水 道 
そ の 他 

  ７ 
  ６ 
  ３ 
 １８ 

  ７ 
  ６ 
  ２ 
 １９ 

０ 
０ 

△１ 
１ 

 
 
事務の統廃合縮小 
業務量増加による増 

小   計  ３４  ３４ ０  

合    計 １４５ １４６ １ 定員適正化計画に基づく増 

※ 職員数に、青森県後期高齢者医療広域連合派遣１人、つがる西北五広域連合派遣１人、

消防事務組合出向６人、衛生処理組合出向２人及び再任用者３人は含まない。 
 
 



② 定員適正化計画の状況 
行政需要の範囲、内容及び手法について、検証、見直しを加え、事務事業の整理、

組織の合理化、指定管理者制度や民間委託等の推進を図りながら、将来的な職員の

年齢構成バランスに配慮しつつ、定員の適正化を進めることとしています。 
 

⑵ 採 用 

  ① 新規採用の状況         平成 29年 4月 1日現在 
区  分 町長部局等 

採 用 者 数 ５ 
内

訳 
試験採用 ５ 
選  考 ０ 

 
⑶ 退 職 

 ① 退職者の状況 
職員の退職には、定年に達した職員が退職する定年退職と、それ以外の退職（本

人の自発的な意志に基づき退職する普通退職や定年前１５年以内で勤続年数が２

０年以上の者が早期退職希望者の募集に自発的に応募し、認定を受け退職する早期

退職）があります。 
 平成 29年 3月 31日現在 

区  分 町長部局等 
退 職 者 数 １ 

内

訳 

定年退職者 １ 
普通退職者等 ０ 
早期退職者 ０ 

 
 ② 再任用の状況 

    高齢者が長年培った知識・経験を活用するとともに、６０歳代前半の生活を雇用

と年金の連携により支えていくことを目的とする定年退職した職員を再雇用する

再任用制度による任用は、平成２８年度は３人でした。 
 
 
２ 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 給 与 

  ① 給与の定め方 

    職員の給与は、国の人事院勧告並びに青森県人事委員会の勧告を基本に、他の地

方公共団体との均衡に配慮しながら、町議会の審議を経て条例で定められています。 

 

  ② 給与のあらまし 

平成 29年 4月 1日における給与の状況については、次のとおりです。 

ア 人件費の状況（平成 28年度普通会計決算） 



住民基本台帳人口 

（28年度末） 
歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

8,683人 7,035,709千円 203,507千円 995,212千円 14.2% 

 

    イ 職員給与費の状況（平成 29年度普通会計予算） 

職員数

Ａ 

給与費 一人当た

り給与費

Ｂ／Ａ 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

115人 423,189千円 45,768千円 159,012千円 627,969千円 5,461千円 

１ 職員手当には退職手当、児童手当を含まない。 

２ 給与費は当初予算に計上された額である。 

 

  ウ 平均給料、平均給与及び平均年齢の状況 

区分 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 平均年齢 

一般行政職 308,612円 329,724円 42.3歳 

技能労務職 －円 －円 －歳 

 

  エ 初任給の状況 

区分 初任給 ２年後の給料 

一般行政職 
大学卒 178,200円 190,100円 

高校卒 146,100円 154,500円 

技能労務職 
高校卒 採用なし 採用なし 

中学卒 採用なし 採用なし 

教 育 職 
大学卒 採用なし 採用なし 

高校卒 採用なし 採用なし 

看護保健職 
大学卒 208,000円 217,900円 

短大卒 195,900円 209,400円 

 

 オ 経験年数別平均給料の状況 

区分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

一般行政職 
大学卒 253,700円 280,500円 331,550円 

高校卒 208,133円 250,500円 282,300円 

 

  カ 一般行政職の級別職員数の状況 

区分 
標準的な 

職務内容 
職員数（人） 構成比（％） 

参考（過去の構成比） 

１年前（％） 

１級 主事・技師 23 20.5 20.0 

２級 主査 4 3.6 5.4 

３級 係長・主任主査 22 19.6 25.5 



４級 課長補佐・主幹 47 42.0 36.4 

５級 課長・参事 15 13.4 11.8 

６級 総務課長  1  0.9 0.9 

 

キ 職員手当の状況 

【期末・勤勉手当】 

 民間企業のボ－ナスに当たる手当です。 

28年度 

支給割合 

深浦町職員 （参考）国家公務員 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.175月分 0.750月分 1.225月分 0.800月分 

１２月期 1.325月分 0.800月分 1.375月分 0.900月分 

合計 2.500月分 1.550月分 2.600月分 1.700月分 

算定基礎額には、職制上の段階や職務の級等による加算措置（５～15％）があります。 

 

【寒冷地手当】 

 寒冷地に勤務する職員に支給されます。 

区分 世帯主（円） その他（円） 

扶養親族がある場合 89,000 － 

扶養親族がない場合 51,000 36,800 

支給額は、１１月から翌年３月までの総支給額です。 

 

【退職手当】 

深 浦 町 
（支給率）        自己都合           早期・定年 
勤続 20年        20.445月分          25.55625月分 
勤続 25年          29.145月分          34.58250月分 
勤続 35年        41.325月分           49.59月分 
最高限度額       49.590月分           49.59月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置       2～45％加算 

 

【特殊勤務手当】 

 危険又は困難な業務などに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給されます。 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険手当 医師、看護師 レントゲン撮影 
医 師 1日 150円 
看護師 1日 130円 

往診手当 医師 往診業務 健康保険法の規定による 

手術手当 医師 診療時間外の手術 
時間外分として法定加算さ
れる額 

診療手当 医師 診療業務 
月額 400,000円（所長） 
月額 200,000円（医員） 

特別診療手当 医師 診療業務 
月額 130,000円（所長） 
月額 070,000円（医員） 

地域診療手当 医師 診療業務 
月額 180,000円（所長） 
月額 100,000円（医員） 



介護保険事務
従事者手当 

医師 診療業務 月額 25,000円 

巡回診療車 
乗務手当 

医師 巡回診療業務 １回 5,000円 

集団検診手当 医師 
集団検診又は予防
接種 

1回 7,000円 

  この他、医師確保のために調整が必要となった時、200 万円を上限とし町長が定める

額を支給する医師確保調整手当があります。 

 

【時間外勤務手当】 

 正規の勤務時間以外に勤務を命じられた場合に支給されます。 

支給実績（28年度決算） 5,439千円 
支給職員１人当たり平均支給年額 

（28年度決算） 
43千円 

 

【その他の手当】 

手当名 内容及び支給単価 
国の制
度との
異 同 

国の制度
と異なる
内  容 

支給実績 
（28年度決算） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（28年度決算） 

扶養手当 

配偶者              10,000円 

同じ  17,299千円 221,776円 

子          8,000円 
配偶者無し 1人目 10,000円 

父母等            6,500円 
配偶者及び子無し 1 人目  9,000円 

※満 16歳から満 22歳までの子 
１人につき 5,000円加算 

住居手当 ・借家、間借 限度額 27,000円 同じ 
 
 

2,458千円 189,039円 

通勤手当 
片道 2㎞以上で自動車等の使用 
が常態である職員  

2,000円～46,000円 
異なる 

距離毎の
区分と 
支給額 

13,463千円 124,650円 

管理職手当 
管理職の地位にある職員 
10,000円～30,000円 異なる 支給額  4,680千円 234,000円 

管理職特別 
勤務手当 

管理職が週休日、休日に勤務 
3,000円～7,500円 

同じ  支給なし 支給なし 

休日勤務手
当 

職員が休日等に勤務 
１時間当たり 単価×135/100 

同じ  支給なし 支給なし 

単身赴任手
当 

官署を異にする異動等により単
身赴任となる職員 
限度額 70,000円 

同じ  支給なし 支給なし 

日直手当 
日直業務に従事した職員 

4,200円 
同じ  1,491千円 12,530円 

 

ク 特別職の給料・報酬等の状況 

    町長や町議会議長など特別職の給料・報酬等は次のとおりです。 

区分 給料月額等 
 

（参考）類似団体における最高／最低額 

 

給

料 

町 長 

副町長 

686,000円 

572,000円 

817,000円／378,500円 

678,000円／471,000円 

報 議 長 266,000円 364,000円／222,000円 



酬 副議長 

議 員 

229,000円 

218,000円 

285,000円／177,000円 

263,000円／143,000円 

期

末

手

当 

町 長 

副町長 

（28年度支給割合） 

2.85月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（28年度支給割合） 

2.90月分 

退

職

手

当 

 

町 長 

副町長・教育長 

（算定方式）                          （支給時期） 

給料月額×在職月数×0.455       任期毎（満了時） 

給料月額×在職月数×0.265       任期毎（満了時） 

 

⑵ 勤務時間の状況 

   平成 29年 4月 1日における職員の通常の勤務時間は、次のとおりです。 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 勤務時間 

8:15 17:00 12:00～13:00 7時間 45分 

 

⑶ 休 暇 

   職員の休暇には、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇がありますが、それ

らの取得状況については、次のとおりです。 

① 年次休暇の取得状況                 （H28.1.1～H28.12.31） 

総付与日数Ａ 総取得日数Ｂ 対象職員数Ｃ 
平均取得日数 

Ｂ／Ｃ 

消化率 

Ｂ／Ａ 

5,488日 1,376日 145人 9.5日 25.07％ 

・対象職員には、派遣職員、期間中に育児休業又は休職をした職員は含みません。 

・取得は 1日または 1時間単位。7時間 45分を 1日に換算し、1時間未満は 1時間と

して計算しています。 

 

② 病気休暇の取得状況                 （H28.1.1～H28.12.31） 

取得者実人数 
取得実績（延べ） 

日数 時間数 

23人 211日 44時間 

 

③ 特別休暇の取得状況                 （H28.1.1～H28.12.31） 

種 類 
付与日数 

（概要） 

取得者実

人数（人） 

取得実績（延べ） 

日数（日） 時間数（時間） 

選挙等休暇 必要と認められる期間 ― ― ― 

証人等休暇 必要と認められる期間 ― ― ― 

骨髄移植休暇 必要と認められる期間 ― ― ― 



ボランティア休暇 ５日以内 ― ― ― 

結婚休暇 連続する５日以内 ― ― ― 

産前休暇 
8週間（多胎妊娠は 14週間）

以内で申し出た期間 
― ― ― 

産後休暇 8週間まで ― ― ― 

育児休暇 1日 2回、各 30分以内 ― ― ― 

配偶者出産休暇 2日以内 3 6 0 

服忌休暇 1日～連続 10日 17 54 ― 

育児参加休暇 5日以内 ― ― ― 

子の看護休暇 5日以内 3 8 4 

短期介護休暇 
5日以内 

（要介護者 2人以上の場合 10日以内） 
2 10 0 

祭日休暇 1日以内 ― ― ― 

夏季休暇 4日以内 142 496 ― 

現住居の 

滅失等休暇 
７日以内 ― ― ― 

出勤困難休暇 必要と認められる期間 ― ― ― 

退勤途上の 

危険回避休暇 
必要と認められる期間 ― ― ― 

 

④ 介護休暇の取得状況 

平成 28 年度において、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の規則で定

める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

ための休暇取得者はなかった。 

 

３ 分限及び懲戒の状況 

⑴ 分限処分の状況                       （平成２８年度） 

種 類 処分の内容 処分件数 

免 職 職員の意に反してその職を失わせる処分 ― 

降 任 現に有している職より下位の職に任命する処分 ― 

休 職 職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分 ― 

降 給 現在の給料の額より低い額の給料に決定する処分 ― 

 

⑵ 懲戒処分の状況                       （平成２８年度） 

種 類 処分の内容 処分件数 

免 職 制裁として、職員の意に反してその職を失わせる処分 ― 

停 職 制裁として、一定期間職務に従事させない処分 ― 

減 給 一定期間、給料の一定割合を減額して支給する処分 ― 

戒 告 規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分 １ 



 

 

４ 服務の状況 

⑴ 職務専念義務の免除を認めている例の概要 

    地方公務員法第 35条の規定により、職員は職務に専念する義務を有していますが、

当該義務が免除される場合（職専免）として、次の場合があります。 

職専免が認められる場合 
Ⅰ 法律に特別な定めがある場合 
 （例）地方公務員法（以下「法」という。）第 55条第 8項に規定された適法な交渉 
Ⅱ 条例に特別な定めがある場合 
 １ 研修を受ける場合 
 ２ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 
 ３ 上記のほか、任命権者が定める場合 

⑴ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第
114号）により、交通を遮断され、又は制限された場合 

  ⑵ 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 
  ⑶ 町行政の運営上、特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合 

⑷ 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める場
合 

 ⑸ 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼
ね、その職に属する事務を行う場合 

⑹ 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある
場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間 

⑺ 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母
体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに
つき、１日を通じて１時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間 

⑻ 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法（昭和 40年法律第 141号）
第 10 条に規定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健康診査を受ける場合 
妊娠満 23週までは４週間に１回、妊娠満 24週から満 35週までは２週間に１回、
妊娠満 36 週から出産までは１週間に１回、産後１年まではその間に１回（医師
等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回
数）について、それぞれ、１日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期
間 

⑼ 上記のほか、任命権者が特に認める場合 
   ア 職員の人間ドック受診の場合 
   イ 非常勤の消防団員として町内の消防団活動に従事する場合 

 

⑵ 営利企業等の従事制限の許可基準及び許可状況 

    職員が営利企業等に従事する場合には、地方公務員法第 38条の規定に基づき任命 

権者の許可を得る必要がありますが、その場合の許可基準は、深浦町職員の営利企業 

等の従事制限に関する規則で次のとおり定められています。 

⑴ 職務の遂行に支障がないこと。 

⑵ その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。 

  

また、平成 28年度中の許可状況（過年度からの許可が引き続いている者を含む。）

については、次のとおりです。 

区分 延べ人数（人） 主な従事内容 

営利を目的とする私企業を営む ―  



ことを目的とする会社その他の

役員、顧問、評議員その他これ

らに準ずる地位を兼ねる場合 

自ら営利を目的とする私企業を

営む場合 
4 農業、漁業 

報酬を得て他の事業又は事務に

従事する場合 
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部長、介護認定審査会委員、専門職

後見人、消防団員、学校評議員、地

域再生コンサルティング講師、海産

物製造・販売 

 

 

５ 研修及び勤務成績の評定の状況 

⑴ 研修の実施状況 

   職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修（職場研修、自己啓発、派遣研修

等を除く。）として、平成 28年度に実施した内容については、次のとおりです。 

【自治研修所長が行った研修（各任命権者共通）】 

区分 研修名 対象者 
修了者数

（人） 

基本

研修 

新採用者前期研修 新たに採用された職員 4 

新採用者後期研修 新採用者前期研修修了者 4 

主事・技師研修 主事・技師等の職にある職員

で、採用から所定の年数を経過

した者 

1 

主査研修 主査（係長級）に昇任した職員 1 

主査第２部研修 係長級に昇任後３年の年数を

経過した者 
10 

主幹研修 係長又は係長相当職に昇任後、

７年を経過した者 
10 

管理者入門研修 課長補佐級に昇任した職員 3 

市町村課長級研修 課長級に昇任した職員 2 

小  計 35 

タイムマネジメント研修 全階層 1 

ロジカルシンキング研修 全階層 1 

小  計 2 

合  計 37 

 

 

 



【庁内研修】 

研修名 対象者 修了者数（人） 

人事評価者研修 人事評価における評価者 36 

不当・難クレーム対応研修 全職員 26 

計 62 

 

⑵ 勤務成績の評定の実施状況 

地方公務員法では、職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づ

いて行わなければならないこととされています。 

   職員の昇任、昇格、配置などを適切に行い、職員の能力や業績などをより適切に評

価するため、人事評価制度を導入しています。 

 

 

６ 福祉及び利益の保護の状況 

⑴ セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止対策 

   職場におけるセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント防止対策として、

平成 28年度は特に講じなかった。 

 

⑵ 定期健康診断の実施状況 

職員に対する平成 28年度の定期健康診断の実施状況については、次のとおりです。 

検診の種類 検査項目 受診者数 備   考 

職員総合検診 

胸部エックス線検査 40人 人間ドック受診者を除く。 

尿検 47人 

血圧 47人 

心電図 22人 

人間ドック 
１日ドック 66人  

脳ドック 20人 

 
⑶ 公務災害及び通勤災害の発生状況 

平成 28年度における公務災害及び通勤災害の発生状況は下記のとおりです。 

災害区分 件   数 
公務災害 1件 

通勤災害 0件 

計 1件 

 


